
2021年4月1日

令和７年３月10日

熊本労働局労働基準部監督課

熊本労働局資料

資料２



自動車運転者に係る労働時間の推移
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自動車運転者の年間の総労働時間数の推移

トラック運転者

バス運転者

タクシー運転者

産業計

（時間）

出典 ：厚生労働省「令和５年賃金構造基本統計調査」

（※）トラック運転者の労働時間数は、営業用大型貨物自動車運転者（中小型トラックを除く。）の労働時間数を表したもの。

• 自動車運転者は、依然として長時間・過重労働が課題となっている。

• 令和５年における年間の総労働時間数は、産業計と比較し、トラック運転者（※）は約408時間、バス運転者は約228時間、
タクシー運転者は約132時間多く、長時間労働の実態にある。
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脳・心臓疾患支給決定件数

（令和５年度・職種別）
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自動車運転者の脳・心臓疾患の支給決定件数の推移

自動車運転従事者 全職種に占める割合

常用雇用者 5,514万3,895人

・道路貨物運送業に従事

161万1,454人（2.92％）

・道路旅客運送業に従事

44万3,169人（0.8％）

※ 数値は、総務省統計局「経済センサス－活動調査」（令和３年）
の調査票情報を独自集計したもの。

（件）

• 自動車運転者の脳・心臓疾患の労災支給決定件数は高い水準（令和５年度は64件）にあり、全業種（同216件）の約３分の
１を占めている。

自動車運転者に係る脳・心臓疾患の支給決定状況
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自動車運転者を使用する事業場に係る監督指導の状況

• 自動車運転者を使用する事業場に係る労働基準関係法令の違反率は、全業種と比べて高い状況にある。
• 令和５年に監督指導を行った3,711事業場（トラック：2,928事業場、バス：193事業場、ハイヤー・タクシー：299事業場、
その他：291事業場）のうち、82.2％に当たる3,049事業場において、労働基準関係法令違反が認められ、概ね同水準で推

移している。
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主な労働基準関係法令違反の内容
（令和５年）

自動車運転者 全業種

トラック 2,389事業場（81.6％）

バス 155事業場（80.3％）

ハイヤー、タクシー 269事業場（90.0％）

労 働 基 準 関 係 法 令 違 反 事 業 場 数 （ 違 反 率 ）
（ 令 和 ５ 年 ）

（％）

（％）
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自動車運転者を使用する事業場に係る改善基準告示違反の状況①

• 令和５年に監督指導を行った事業場のうち、53.9％に当たる1,999事業場において、改善基準告示（※）違反が認められた。
• バス、ハイヤー・タクシーは、令和３年が最低となったが、その後上昇傾向にある。

（※）…自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号）
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自動車運転者を使用する事業場に係る改善基準告示違反の状況②

• 令和５年に監督指導を行った事業場のうち、改善基準告示に係る違反が認められた事業場の主な違反事項の違反率は、以下
のとおりであった。
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改善基準告示の主な違反事項の違反率（令和５年）

トラック バス ハイヤー・タクシー

（％）

（※）総拘束時間：１か月又は１週当たりの拘束時間、最大拘束時間：１日当たりの拘束時間、休息期間：勤務と次の勤務との間の時間
最大運転時間：１日及び１週当たりの運転時間、連続運転時間：１回当たりの運転時間
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発着荷主等に対する要請の取組①

• 令和４年12月23日の改善基準告示の改正に伴い、都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の恒常的な荷
待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請する取組を開始した。

１．荷主特別対策チームの概要

1 . ト ラ ッ ク 運 転 者 の 労 働 条 件 の 確 保 ・ 改 善 に 知 見 を 有 す る メ ン バ ー で 編 成

「荷主特別対策チーム」は、都道府県労働局に新たに任命する荷主特別対策担当官を中心に、トラック運転者の労働条件の確保・改善に知見を

有する都道府県労働局・労働基準監督署のメンバーにより編成。

２ . 労 働 基 準 監 督 署 が 発 着 荷 主 等 に 対 し て 要 請

労働基準監督署が、発着荷主等に対し、①長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること、②運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知し、

トラック運転者がこれを遵守できるよう協力することなどを要請。

３ . 都 道 府 県 労 働 局 が 長 時 間 の 荷 待 ち な ど の 改 善 等 に 向 け 発 着 荷 主 等 に 働 き か け
都道府県労働局のメンバーが、労働基準監督署から要請された事項に発着荷主等が積極的に取り組めるよう、荷待ち時間等の改善に係る

好事例の紹介等のアドバイスを実施。

４ . 長 時 間 の 荷 待 ち に 関 す る 情 報 を 収 集
厚生労働省ホームページに、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」（※）を新設し、発着荷主等が長時間の荷待ちを発生させていると

疑われる事案などの情報を収集し、その情報を基に、労働基準監督署が要請等を実施。

※URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/nimachi.html

2．発着荷主等による長時間の荷待ちに対する取組

1,774件「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた情報の件数

18,938事業場発着荷主等に対する要請を実施した事業場数

（令和４年12月～令和６年12月） 7



「トラック・物流Ｇメン」（国土交通省）との連携

国土交通省に対し、貨物自動車運送事業法（トラック法）等の運行管

理に関する規定に違反の疑いがあると認められるトラック運送事業者に

ついて通報

国土交通省のトラック・物流Ｇメン＋関係省庁が連携して、トラック

運送事業者への配慮を「働きかけ」

長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる事案 に

ついては、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」も「働きかけ」に

参加

厚生労働省のHPに寄せられた荷主情報を国土交通省へ提供

荷待ちを発生させている疑いがあることを労働基準監督署が把握し、

「荷主への要請」を実施した荷主の情報を、広く国土交通省に提供し、

「トラック・物流Gメン」による「働きかけ」等の対象選定に活用

① 荷 主 情 報 提 供 の 運 用 ② ト ラ ッ ク 法 に 基 づ く 「 働 き か け 」 の 連 携

関係省庁地方機関

荷 主 企 業

参加

参加

「働きかけ」

相互通報

厚労省HP荷主情報

ト ラ ッ ク 運 送 事 業 者

合同監督・監査 ト ラ ッ ク ・ 物 流 Ｇ メ ン

労働基準監督署が実施している「荷主への要請」の際、トラック法に基づく「標準的な運賃」も周知

③ 「 標 準 的 な 運 賃 」 の 周 知

荷主情報を
「働きかけ」等の
対象選定に活用

国交省HP荷主情報

「荷主への要請」の情報

荷 主 企 業

「荷主への要請」

厚生労働省 国土交通省

都道府県労働局

労働基準監督署

地方運輸局

運輸支局

厚生労働省

都道府県労働局

荷 主 特 別 対 策 担 当 官

国土交通省

地方運輸局

ト ラ ッ ク ・ 物 流 Ｇ メ ン

• 令和４年12月から国土交通省と以下のように連携（下線部は令和５年10月から拡充）。

※令和６年11月１日付けで「トラック・物流Gメン」に改組
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労働基準監督署による荷主への要請（トラック）

• 賃金水準の向上に向けて、賃金の原資となる適正な運賃を支払うことを周知している（「標準的運賃」の周知）。

• 令和６年３月22日に改正された「標準的運賃」 及び 「標準運送約款」 が告示され、「標準的運賃」は８％上昇、「標準運
送約款」は附帯作業の料金等、契約条件の明確化された。

• 令和６年５月15日にいわゆる物流法が改正され、荷待ち時間等の削減に新たな努力義務が課されることを周知している。

発着荷主等に対する要請時に配布するリーフレット 「ＳＴＯＰ！ 長時間の荷待ち」

令和５年10月～
「標準的な運賃」についても周知

令和６年９月～
「改正物流法」についても周知

9



国民向け周知広報について （令和５年６月2 8日～）

自動車運転者、建設の事業等で、時間外労働の上限規制が遵守されるようにするためには、取引慣行上の課題などを改善して
いくことが必要。

このためには、国民の理解や社会的な機運の醸成が不可欠となることから、令和５年６月以降、国民向けの広報を順次実施し

ている。

国民向け広報内容（ＰＲイベントの開催、動画、ポスターの作成など）

自動車運転者・建設の事業で働く方について、荷主や発注者等の都合

で長時間労働になるケースがあること。

自動車運転者・建設の事業での働き方を変えていくために、荷主、発

注者、そして国民にもできることのご協力をいただきたいこと。

（例：再配達の削減など）

【イメージキャラクター】小芝風花さん（俳優）

PRイベント（令和５年６月28日開催）

加藤厚生労働大臣（当時）、斉藤国

土交通大臣（当時）がご出席。

主な広報実施事項

・全国主要駅にポスターを掲載

・電車内ビジョンで広告を放映

・全国でテレビＣＭを放映
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働き方改革ＰＲ動画「はたらきかたススメ ver.２（トラック編）」

トラックドライバーの働き方改革の実現のため、厚生労働省では、国土交通省と連携して働き方改革ＰＲ動画を通じて、

荷主に向けて荷待ち時間削減、荷役作業効率化に向けた協力を呼びかけている。

動画のポイント（知っていただきたいこと）

トラックドライバーにとっては、荷物の積み下ろしの際の待機

時間が負担となっており、荷主の立場から何も対策をしなけれ

ば、2030年度には約34％の輸送能力が不足する可能性がある

と言われていること。

荷主の方には、荷待ち時間の削減のため、適切な貨物の受取・

引渡し日時の指定、予約システムの導入などの取組をお願いし

たいこと。

また、荷物の積みおろし作業の効率化のためにも、パレットの

導入などの工夫を進めていただきたいこと。

さらに、トラックドライバーの処遇改善に向けて、「標準的運

賃」を参考に運賃や荷待ち・荷役作業等の料金などの見直しも

ご検討いただきたいこと。

また、一般国民の立場においても、なるべく再配達にならない

ような配慮をお願いしたいこと。
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２代目イメージキャラクター
労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」

←荷待ち時間の削減や荷役作業
の効率化に向けた取組を解説

標準的運賃も周知→



自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトのリニューアルと周知

令和3年度の 設置形態

荷主、トラック事業者によりわかりやすく情報発信を行うため、自動車運転者の長時間労働の改善に向けたポータルサイトに

新たなコンテンツ「物流情報局」を設けた。（「物流情報局」は、改正物流法の施行に向けて、年度内に更なるリニューアルを行う予定。）

労働基準監督署による荷主要請などあらゆる機会を活用して、以下のリーフレットにより周知している。

改善基準告示についても、
解説テキストと解説動画
を掲載して周知している。

※バス、ハイヤー・タクシー運転者の
改善基準告示についても、同様のテ
キスト・動画を作成している。

（解説動画）
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２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

○ 生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
○ 建設業、自動車運転者、医師等のほか、｢過労死等の防止のための対策に関する大綱｣で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、特に時間外労働が長い
業種等に対しては引き続き手厚い支援を実施。

１ 事 業 の 目 的

働き方改革推進支援助成金

助成上限額※１、※２（補助率原則3/4（団体推進コースは定額））成果目標コース名

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：150万円（11H以上）等、⑤：100万円（４週４休→４週８休）等

①～⑤の何れかを
１つ以上① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減

② 年休の計画的付与制度の整備

③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

④ 新規に勤務間インターバル制度を導入

※自動車運転の業務は10時間以上

その他は９時間以上

⑤ 所定休日の増加

⑥ 医師の働き方改革の推進

⑦ 勤務割表の整備

建設事業

業種別課題対応コース
（長時間労働等の課題を抱える業種等
を支援するため、労働時間の削減等に
向けた環境整備に取組む中小企業事業
主に助成）

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：170万円（11H以上）等

①～④の何れかを
１つ以上自動車運転の業務

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：170万円（11H以上）等、⑥：50万円

①～④又は⑥の
何れかを１つ以上医業に従事する医師

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円、
④：150万円（11H以上）等、⑦：350万円

①～④又は⑦の
何れかを１つ以上

砂糖製造業
（鹿児島県・沖縄県に限る）

①：250万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円
④：150万円（11H以上）等

①～④の何れかを
１つ以上

その他長時間労働が
認められる業種

①：150万円（月80H超→月60H以下）等、②・③：各25万円
①～③の何れかを
１つ以上

① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減

② 年休の計画的付与制度の整備

③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

労働時間短縮・年休促進支援コース
（労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組
む中小企業事業主に助成）

勤務間インターバルの時間数に応じて、以下の助成上限額となる
・９～11H：100万円 ・11H以上：120万円

新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること勤務間インターバル導入コース
（勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成）

上限額：500万円（複数地域で構成する事業主団体（傘下企業数
が10社以上）等の場合は1,000万円）

事業主団体が、傘下企業のうち１/2以上の企業について、その取組
又は取組結果を活用すること

団体推進コース
（傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団体に対し助成）

※１ 賃上げ加算制度あり（団体推進コースを除く）：賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて助成上限額を更に６万円～最大60万円加算（５％以上（24万円～最大240万円加算）７％以上
（36万円～360万円加算））。なお、常時使用する労働者数が30人以下の場合の加算額は２倍。

※２ 成果目標の達成状況に基づき、各助成上限額を算出するものであるが、選択する成果目標によってその助成上限額（最大値）が異なる。

○ 助成対象となる取組（生産性向上等に向けた取組）：①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研修（業務研修を含む）、③外部専門家によるコンサルティング、 ④労務管理用機器等の
導入・更新、⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新（※月60時間を超える時間外労働が恒常的に認められる企業に対しては、乗用自動
車及びPCに係る助成対象の要件を一部緩和） 、⑥人材確保に向けた取組

（団体推進コースは、①市場調査、②新ビジネスモデルの開発、実験、③好事例の周知、普及啓発、④セミナーの開催、⑤巡回指導、相談窓口の設置 等）
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道路貨物運送業・道路旅客運送業に関する
働き方改革推進支援助成金の活用事例（Ｒ３～Ｒ５）

（道路貨物運送業）
チャート紙から運行状況を読み取って運行記録を作成・集計を行っていたが、事業規模の拡大に伴いそれが難しくなってきたことから、
デジタコ（デジタル式運行記録計）を導入して自動化を図ることにしたもの。

⇒ ドライバーの運転日報作成の時間については、１か月あたり5時間程度削減。
労務管理担当者の集計時間については、１月あたり10時間程度削減。

助 成 対 象 ： デ ジ タ コ

14

（道路貨物運送業）
２日に１回の頻度で洗車をしているところ、洗車はドライバーが手作業で行っており時間を要していたことから、洗車機を導入して作
業の機械化を図ることにしたもの。

⇒ １回あたりの作業時間を40分削減（１か月では、ドライバー１人につき７時間削減）。

助 成 対 象 ： 洗 車 機

（道路貨物運送業）
建築資材を運搬するに当たって拠点内の倉庫で資材を保管することがあるが、資材の入出庫等をフォークリフト１台で行っており時間
を要していたことから、作業効率を向上させるためフォークリフトの台数を増やすことにしたもの。

⇒ 作業量が多い場合にはフォークリフト２台で作業できるようになったことで、入出庫１回当たりの作業時間を15％削減。

助 成 対 象 ： フ ォ ー ク リ フ ト

（道路旅客運送業（ハイヤー、タクシー））
時間外労働をリアルタイムで把握し、時間外労働の時間数を踏まえた配車ができるよう、勤怠管理システムを改修して時間外・休日労
働を自動的に集計できる機能を追加することにしたもの。

⇒ 時間外労働の多かったドライバーについては、１か月あたりの時間外労働を20～30時間削減。

助 成 対 象 ： 勤 怠 管 理 シ ス テ ム



センター

本部

北海道

センター

○○県

センター

○○県

センター

沖縄県

センター

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 、 実 施 主 体 等

１ 事 業 の 目 的

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、本部及び47都道府県支部（都道府県センター）
から成る「働き方改革推進支援センター」を設置し、
○ 労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施
○ 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施
○ 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信

などの支援を行う。

実施主体：国から民間業者へ委託 事業実績（令和５年度）：窓口等における個別相談件数 約40,000件、コンサルティングによる相談件数 約37,000件

・来所、電話、メールによる相談

…
商工団体・業種別団体等

・商工団体等と連携した、
中小企業等に対するセミナー
の開催

中小企業等

働き方改革推進支援センター ・サイト等の運営による周知啓発、
総合的な情報発信
・専門家研修の実施（職務分析・職
務評価等）

・中小企業等の求めに応じ、訪問・
オンラインコンサルティングを実施

・セミナーの実施

47都道府県センター
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生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うとと
もに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規
模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 等

最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い時間給）の引上げに取り組む中
小企業・小規模事業者の生産性向上に向けて支援する。

１ 事 業 の 目 的

業務改善助成金

賃金
引上げ

設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

【事業概要】 【助成上限額】

厚生労働省（都道府県労働局） 中小企業等
申請

助成

【助成率】

【対象事業場】

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

３ 実 施 主 体 等 ４ 事 業 実 績

※1 引上げ労働者数10人以上の上限額は一定の要件を満たした場合に適用
※2 「引上げ額」欄の( )は事業場規模30人未満

◆ 交付決定件数：13,603件
※ 令和５年度実績

（単位：万円）

1,000円以上1,000円未満

3/44/5

【見直し内容】

１ 最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満（５分の４）」
「1,000円以上（４分の３)」に変更する。
２ 生産性要件の廃止
３ 夏秋における賃上げ・募集時期の重点化
４ 特定時期の追加募集枠を設ける

引上げ額引き上げる
労働者数 90円60円45円30円

90(170)60(110)45(80)30(60)1人

150(240)90(160)70(110)50(90)2～3人

270(290)150(190)100(140)70(100)4～6人

450230150(160)100(120)7人以上

600300180120(130)10人以上(※)
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業務改善助成金 助成事例

導入例：タクシー配車システム

〇導入前の状況

繁忙な時間帯に、的確にタクシーを配車することが困難だったため、最適な配車が実
現せず、ドライバーの所要時間が長くなっていた。

〇導入後の状況

顧客の位置情報と最適な経路が表示されるので、スムーズに配車処理ができるように
なり、ドライバーの最短距離・時間での移動が実現した。

導入例：高圧温水洗浄機

〇導入前の状況
ホースを用いて洗車していた。順番待ちの時間も長く、高所は脚立が必須だった。
（1台あたり40分程度）

〇導入後の状況

洗車と順番待ちの時間が短縮され、高圧洗浄により脚立の乗り降りが減少し作業効
率が改善された。（1台あたり10分程度）
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陸上貨物運送事業等における労働災害発生状況
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陸上貨物運送事業（死亡）

交通運輸事業（死亡）

陸上貨物運送事業（休業4日以上の死傷）

出典：平成23年までは、労災保険給付データ（労災非適用事業を含む）、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成
平成24年からは、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成

※ 東日本大震災を直接の原因とする労働災害及び新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの。



陸上貨物運送事業における死傷災害発生状況（事故の型別）
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令和５年

墜落・転落
26%

動作の反動・無理
な動作
18%

転倒
18%

はさまれ・巻き込
まれ
11%

激突
7%

交通事故（道路）
5%

その他
15%

死傷災害における事故の型別災害発生状況（令和５年）

出典：労働者死傷病報告



陸上貨物運送事業における死傷災害発生状況（起因物別）
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30%

荷姿の物
11%

通路
8%

人力運搬機
7%

フォークリフト
5%
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39%

死傷災害における起因物別災害発生状況（令和５年）
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平成30年
令和元年
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令和3年
令和４年
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出典：労働者死傷病報告



貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落災害防止措置等に係る
改正労働安全衛生規則について

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。

これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物

自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます（一部例外あり）。

運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。

なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます１

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます２ R6.2.1
施行

R5.10.1
施行

R5.10.1
施行

時 間範 囲科 目

1.5時間
・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法

・テールゲートリフターの点検及び整備の方法
テールゲートリフターに関する知識

学科教育
2時間

・荷の種類及び取扱い方法
・台車の種類、構造及び取扱い方法
・保護具の着用

・災害防止

テールゲートリフターによる作業に
関する知識

0.5時間・労働安全衛生法令中の関係条項関係法令

2時間・テールゲートリフターの操作の方法実技教育

備 考5t以上2t以上 5t未満2t未満

高さ1.5mを超える箇所で作業を行うときは、

安衛則第526条第1項の規定に基づき、原則と

して昇降設備の設置が義務付けられています。
○●△

床面から荷の上又は荷台ま

での昇降設備の設置

高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、安衛

則第518条の規定に基づき、墜落による危険を

防止するための措置を講じる必要があります。
○

●

△
墜落による危険を防止する

ための保護帽の着用
△

○：現行の規則

●：新設

△：望ましい措置
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荷役作業時における労働災害防止対策
（陸上貨物運送事業における労働災害防止のためのガイドライン）

22

参考

22

荷役作業の安全対策ガイドライン
(最終改正：令和５年３月28日付け基発0328第５号)

●陸運事業者の実施事項
○ 管理体制の確立
○ 具体的な防止対策

・墜落、転落による労働災害の防止対策
・フォークリフト、ロールボックスパレット等
による労働災害の防止対策
・転倒による労働災害の防止対策

○ 安全衛生教育の実施
○ 荷主等との連絡調整

→ 『安全作業連絡書』の使用
○ 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置

→ 運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の
確保

●荷主等の実施事項
○ 改善基準告示（※）の遵守
○ 陸運業者に荷役作業を行わせる場合は事前に通知
○ 陸運事業者との連絡調整

→ 『安全作業連絡書』の使用
○ 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置

→ 疲労に配慮した休憩時間の確保、
着時刻の弾力化

○ 安全に荷役作業を行える場所、機械等の確保

交通労働災害防止のためのガイドライン
(最終改正：平成30年６月１日付け基発0601第１号)

○ 管理体制の確立等
○ 適正な労働時間の管理、走行管理

・走行計画の作成
・点呼等の実施
・荷役作業を行わせる場合の措置
→・ 運転者の疲労に配慮した十分な休憩時
間の確保
・ 荷の適正な積載

○ 教育の実施
・交通危険予知訓練

○ 意識の高揚
・交通安全情報マップの作成

○ 荷主・元請事業者による配慮等
・過積載運行の防止
・改善基準告示（※）の遵守
・安全な走行が出来ない発注の禁止
・到着時間の再設定等の措置

○ 健康管理

荷主の協力が
不可欠

※改善基準告示：自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

連絡調整



陸上貨物の荷主、配送先、元請事業者等に対する協力依頼

23

参考

23

周知用リーフレットはコチラ :https://www.mhlw.go.jp/content/001101329.pdf



24
出典：労働者死傷病報告

陸上貨物運送事業における腰痛災害防止対策

全業種

【腰痛災害における業種別 死傷年千人率】 【陸上貨物運送事業における災害事例】

被災者情報

20代、男性年齢、性別

１か月休業日数

１年経験年数

⇒納品先で台車を使用して荷を運んでいたところ、
荷が倒れそうになったので支えた際に、
腰に痛みを感じた。

○不安定な荷には、複数人で作業をする

○荷が倒れないよう、適した台車を選択する

○腰痛予防体操の実施

出典：職場における腰痛予防対策指針

具体的

な対策

0.09 0.1 0.1 0.11 0.11
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全産業の

約3.5倍

陸上貨物運送事業

• 陸上貨物運送事業の腰痛災害の死傷年千人率は、全業種と比較して約3.5倍となっている。



長時間労働者に対する面接指導

25

①労働時間の状況の把握※２

②労働時間の通知及び面接指導受診指示
⑤事後措置※３

※１ 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその労働。
※２ 高度プロフェッショナル制度適用者は健康管理時間の把握。
※３ 事業者は、面接指導の結果を踏まえて、就業場所の変更、作業の転換等の必要な事後措置を行う。

④事後措置に
関する意見

③面接指導の
実施

① 義務：月80時間
超の時間外・休
日労働を行い、
疲労蓄積があり
面接を申出た者

② 努力義務：事業
主が自主的に定
めた基準に該当
する者

労働者（裁量労働制、

管理監督者含む）

① 義務：月100時間超
の時間外・休日労働
を行った者

② 義務：月80時間超の
時間外・休日労働を
行い、疲労蓄積があ
り面接を申出た者

③ 努力義務：事業主が
自主的に定めた基準
に該当する者

研究開発業務従事者

① 義務：1週間当たり
の健康管理時間が40
時間を超えた時間に
ついて月100時間超
行った者

② 努力義務：①の対象
者以外で面接を申出
た者

高度プロフェッショナ
ル制度適用者

ୢ

ప
（
産
業
医
、
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
等
）

事 業 者

参考

• 過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害の発症を予防するため、長時間の時間外・休日労働※１等をしている労働者に対し
て、事業者は医師による面接指導を行わなければならないとされています（労働安全衛生法第66条の８等）。



○衛生委員会等での調査審議 ○心の健康づくり計画の策定 ○メンタルヘルス推進担当者等の選任

○職場復帰支援プログ
ラムの策定、実施

○主治医との連携 等

○労働者のストレスマネジメントの向上
・教育研修、情報提供 ・セルフケア 等

○職場環境等の把握と改善
・過重労働による健康障害防止
・ラインケア、パワハラ対策 等

○上司、産業保健ス
タッフ等による相談
対応、メンタルヘル
ス不調の早期発見と
適切な対応 等

ストレスチェック制度

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策
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二次予防
早期発見・適切な対応

三次予防
職場復帰支援

一次予防
メンタルヘルス不調の未然防止

体
制
整
備

具
体
的
取
組

参考

• 事業場における労働者のメンタルヘルスケアは、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を
早期に発見し、適切な対応を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する「三次予防」に
分けられる。

• ストレスチェック制度は、これらのうち特に一次予防のための措置を強化する観点から導入され、当該制度の推進等を通じて、
事業場におけるメンタルヘルス対策の促進が図られている。


